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論

護

描
占
的
海
運
同
聞
に
封
ず
る
政
策

¥
第
十
九
谷
(
第
一
一
瞬

七
四
)

七
四

濁
占
的
海
運
同
盟
に
封
す
る
政
策

(
そ
の
一
二
)

小

島

昌

太

長E

第

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
封
す
る
各
種
の
政
策

【
目
次
-
穂
留
、

の
保
韓
、

-
H

海
謡
白
岡
替
、

ヨ
Y
7
7
レ
ン
丸
山
禁
止
、
(
以
上
本
羽
田
川
載
)

回

運
賃
に
封
ず
る
監
督
、
五

白
岡
海
擢
業
者

ヨ
ン
フ
ァ
レ
ン
λ

の
一
般
的
監
督
】

綿

説

海
蓮
同
盟
印
も
コ

Y

フア
V

ン
旦
仁
劃
す
る
図
家
の
政
策
な
る
も
の
は
、
裁
れ
も
コ
ン
ブ
ア
v

y

ー
そ
の
も
の
に

艶

L
て
直
接
に
施
き
る
、
も
の
で
は
な
〈
、
必
A
V
或
る
中
介
手
段
を
経
て
間
接
に
之
に
宜
(
掛
川
果
ぞ
及
ぽ
す
の
方
法

に
於
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
阪
に
逃
ぺ
た
る
が
如
〈
、
コ

Y

プ

y
V
ン
ス
な
る
も
の
は
、
概
し
て
闘
籍
を
異
に

す
る
多
数
定
期
船
曾
枇
の
同
胞
で
あ
る
ご
共
じ
、
軍
に
契
約
関
係
に
於
て
成
立
し
て
居
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律

的
に
言
へ
ば
、
何
等
の
人
格
を
有
し
て
居
る
も
の
で
は
な
い
o

従
っ
て
岡
家
は
行
政
的
に
も
締
済
的
に
も
、
官
接

之
を
相
手
ご
し
て
何
等
の
政
策
を
施
す
一
』

Z
が
曲
家
な
い
。
閥
家
が
法
律
的
に
、

例
へ
ば
コ

Y

フ
ア
レ
ン
旦
に
或



種
の
行
錯
を
命
じ
ゃ
う
正
し

τも
、
ぞ
れ
は
、
コ
V

7

ァ
V

V

R

に
加
盟
せ
る
各
曾
祉
に
之
を
命
令
ヲ
る
の
外
な
く
、

或
は
コ
ン

7
ア
V

V

ス
ヲ
ぞ
の
も
り
を
禁
止
し
ゃ
う
ご

L
て
も
、

一
般
の
海
運
曾
祉
に
品
目
し
て
之
を
ι
組
織
す
る
こ
ご

を
禁
止
す
る
の
外
は
な
い
。
叉
、
続
済
的
に
、

例
へ
ば
コ
ン
ブ
ア
V

Y

A

を
競
守
的
方
法
じ
よ
り
て
師
蹴
倒
し
ゃ
う

Z
し
て
も
、
図
家
自
ら
が
そ
の
歴
倒
の
局
に
世
田
る
こ
ど
が
出
来
な
い
で
、
新
た
に
閥
曲
目
若
し
く
は
民
営
の
海
運
曾

駐
を
設
立
す
る
炉
、
来
は
既
存
の
海
運
曾
祉
を
利
用
守
る
か
、
そ
の
敦
れ
か
に
よ
り
て
、
之
が
座
倒
の
局
に
嘗
る

も
の
を
作
ら
ね
ば
な
ら
十
、

成
は
針
外
経
済
政
策
の

H
的
を
以
て
闘
中
部
の
利
盆
の
怨
め
に
コ
Y

プア
V

ン
ラ
ぞ
の

も
の
を
利
用
し
ゃ
う
ご
し
て
も
、
之
に
加
盟
せ
る
曾
枇
の
勢
力
を
籍
り

τ、
コ
V

アァ

v
y
λ

の
替
業
庁
針
を
共

目
的
の
矯
め
仁
布
刺
ご
な
る
様
に
誘
導
す
る
の
外
に
方
法
は
な
い
。

故
に
コ
ン
フ
ァ

v
y
z
に
罰
す
る
政
策
な
る

も
の
は
、
此
意
味
に
於
て
執
れ
も
皆
間
後
の
政
策
で
ゐ
っ
て
、
直
接
の
政
策
で
は
な
い
u

。

h

，、、ノ刊
M

，、、

力

t
、6
4
U筑，‘、

岡
家
が
コ
)
〆
プ
ア
V

Y

月
に
放
岡
市
を
及
ぼ
す
こ
ご
を
初
よ
り
目
的
己
し
て
行
ム
所
の
政
策
が
、

そ
の
殺
果
の
及
、
ぷ
経
路
よ
h
見
て
菅
間
接
の
政
策
た
る
古
共
仁
、
他
方
に
は
叉
、

岡
家
が
最
初
に
は
ヨ
ン

7
ア
V

y
λ

に
放
巣
を
及
ぼ
す
ニ
ご
を
意
識
せ
中
、

軍
に
白
岡
曾
祉
の
脱
営
業
を
監
督
す
る
目
的
を
以
て
定
め
た
る
政
策

が
、
自
然
に
、
そ
の
曾
枇
の
加
服
せ
る
コ

Y

7

ア
V

V

ス
に
謝
し
て
も
放
岡
市
を
及
ぼ
す
こ
己
、
な
る
も
の
も
あ
る
o

例
へ
ば
、
補
助
金
を
受
〈
る
自
国
曾
枇
に
謝
し
、
他
の
曾
批
正
航
一
体
運
送
に
閲
し
て
締
結
す
る
契
約
に
つ

V
て
は
、

幅
四
め
そ
の
内
容
を
蛇
管
官
邸
に
届
出
芯
、
認
可
を
受
〈
る
義
務
を
負
は
し
な
る
制
度
の
如
吉
、
又
は
か
、
る
曾
枇

諭

設

指
占
的
海
起
同
胞
に
封
ず
る
政
策

第
十
九
巷

(第一一揖

七
五

七
五



論

叢

濁
占
的
海
運
同
盟
に
謝
す
る
政
策

第
十
九
巻

(
第
一
一
瞬

七
六
)

七
六

の
運
賃
の
決
定
愛
一
見
に
つ
い

τは
認
可
を
必
要
Z
す
る
制
度
の
如
き
は
、
何
れ
も
被
護
曾
祉
の
管
業
を
監
督
す
る

こ
芭
を
目
的
古
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

か
く
の
如
、
苫
制
度
は
叉
自
然
に
、

コ
ン
フ
ア
V

Y

旦
契
約
の
内
容
に
封
す

る
干
渉
ご
な
h
J
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
月
賃
卒
の
監
督
さ
な
る
。

従
っ
て
之
も
亦
コ
Y

ア
ァ
v
v
z
に
劃
す
る
政
策
柁

る
の
意
義
を
有
っ
。
而
し
て
、

一
因
の
海
運
政
策
上
、

コ
ン
フ
ア
v
y
λ
な
る
も
の
を
重
要
規
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

ぜ
が
、
突
第
に
明
瞭
t
な
る
に
つ
れ
て
、

こ
の
最
初
は
コ
ン
フ
ア
レ
ン
λ

に
致
果
を
及
ぼ
す
こ
ご
を
左
程
意
識
せ

十
し
て
定
め
ら
れ
た
る
政
策
も
、
今
日
に
於

τは
、
寧
ろ
、

意
識
的
に
コ
ン
ア
ア
V

V

ス
に
そ
の
致
果
を
及
ぼ
す

こ
正
を
目
的
Z
し
て
定
め
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
来
た
。

以
下
、
忍
は
各
闘
が
コ
Y

7

ア
V

Y

1

に
劃
す
る
政
策
ご
し

t
、

舎
で
賓
行
し
化
る
も
の
、
現
に
賀
行

L
っ
、

あ
る
も
の
及
び
司
令
の
賓
行
の
録
的
に
提
案
せ

ιれ
た
る
も
の
、
主
な
る
も
の
を
論
述
す
る
で
あ
ら
う
。

海

運

の

国

管

一
園
の
調
外
貿
易
が
、

外
国
大
資
本
家
の
指
導
す
る
濁
占
的
コ
V

ア
y

V

V

ス
に
よ

h
τ
職
活
せ
ら
る
、
こ
ご

ご
な
ら
ば
、
自
国
貿
易
の
脅
展
ご
工
業
の
後
蓬
ご
の
勉
め
に
頗
る
不
利
な
る
事
情
を
惹
き
起
す
恐
れ
が
ゐ
る
。
故

に
、
か
、
る
場
令
に
は
悶
家
は
之
に
劃
抗
し
て
、
自
闘
の
利
盆
を
保
護
す
る
縛
め
に
、
自
図
海
運
を
園
管
ご
す
べ

L
Z
の
論
が
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
海
運
の
閥
管
吉
一
千
』
こ
ご
も
、

コ
ン
フ
ア
V

V

ス
に
劃
す
る
一
の
政
策
ご

L
て
、
而
も
そ
の
最
も
峻
烈
な
る
政
策
ご

Lτ
、
之
が
利
害
得
失
を
桝
究
す
る
の
必
要
が
め
る
。



右
の
如
き
意
味
を
有
つ
所
の
栂
蓮
凶
轡
論
は
、
嘗
て
か
の
毛
y
.
ヵ
ン
・
ト
ラ
λ

ト
(
目
白
O
円

m
E
4
E且
)
が
閥
際
海

蓮
曾
枇

(
Z
Z
5
5。
E
-
Z
2
n
E
E
r
H己主
p
o
p
s市
山
口
可
)
を
組
織
し
、
調
逸
の
二
大
海
運
曾
枇
た
る
出
向
自
rc時
間
a

ご
を
之
に
併
合
せ
ん
ご
計
劃
し
た
ご
き
仁
、
濁
逸
に
於
て
盛
に
唱

〉

E
O
ユr
m
w
F
F
5
E
H
o
E
ι
∞
百
円

ωnro
円
、

-o可ハ】

へ
ら
れ
た
所
で
あ
っ
た
。
的
も
比
二
大
食
枇
を
壬

y
d刃
y
・
ト
ラ
λ

ト
の
配
下
に
涯
〈
よ
り
は
、
寧
乃
国
家
の
経
笹

に
之
を
移
し
、

以
一
て
濁
逸
の
調
外
貿
易

t
工
業

F
T保
護
す
ぺ
し
さ
言
ム
の
で
あ
る
。
併
し
此
問
題
は
、
こ

ω
ニ

曾
枇
が
モ

Y
ガ

y
・
ト
ラ
且
ト
に
併
合
せ
ら
る
、
こ
正
な
〈
し
て
、
之
Z
管
業
上
の
協
調
が
成
功
L
h仏
か
ら
、
自
ら

立
消
え
=
な
つ
化
。
併
し
乍
ら
プ
ラ
ジ

Y
政
府
が
、

プ
フ
ジ
Y
北
米
関
の
航
路
が
、

コ

Y
ア
ア

V

Y

A

の
濁
占
の

下
に
あ
る
を
不
刺
な
h
J
Z
し
て
、
之
を
訂
破
せ
ん
が
斜
め
に
、
ロ
ミ
ι
国
同
臼

N--凶
作
円
。

舎
一
蹴
を
設
立
し
た
る
が
如
き

は
、
形
式
は
竿
官
竿
民
的
曾
一
世
に
封
す
る
補
助
で
あ
る
が
寅
質
に
於
て
は
正
じ
此
政
策
を
ご
れ
る
も
の
で
あ
る
。

闘
際
的
航
路
に
於
け
る
海
運
の
国
管
E
云
ふ
-
}
芭
は
、

コ

ν
プ
ア

V

ン
λ

に
封
す
る
政
策
ご
し
て
の
意
味
を
離

れ
て
も
、
元
来
、
濁
立
の
一
つ
の
問
題
ご
し
て
議
論
の
存
す
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
此
問
題
に
つ
い
ば
て
は
、
困
際

的
航
路
に
於
け
る
海
運
な
る
も
の
を
国
家
が
経
替
す
る
こ
Z
は
可
飽
T
め
る
か
ど
う
か
、

吉
一
吉
ふ
方
面
ご
、
園
家

が
餓
遂
を
岡
管
正
す
る
さ
同
様
に
、
国
民
経
済
上
、
海
運
を
岡
管
ご
す
る
必
要
が
あ
る
か
、

Z
云
ム
方
面
吉
、
主

t
し
て
此
一
一
つ
の
方
面
よ
り
議
論
せ
ら
れ
た
。
ム
ー
慈
に
嘗
商
の
問
題
ご
し
て
居
る
所
の
、

コ
Y

フ
ァ

v
y
旦
に
輔
副

言肯

議

七
七

(第一一揖

燭
占
的
海
運
同
盟
に
封
ず
る
政
策

七
七
)

第
十
九
巷
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論

第
十
カ
巻

七
λ 

(
第
一
概

七
八
)

燭
出
的
梅
混
同
即
に
劉
ナ
る
政
策

議

す
る
政
策
ご
し
て
の
お
運
岡
管
ピ
云
ふ
こ
ご
は
、
こ
の
第
一
一
の
方
面
の
議
論
に
属
す
る
も
の
、
一
つ
で
ゐ
る
が
、

姑
〈
此
方
面

ω議
論
を
後
廻
し
じ
し
て
、
私
は
先
づ
根
本
問
題
で
あ
る
所
の
第
一
の
方
面
白
Z

研
究
し
て
置
か
ね
ば

な
ら
旧
制
。
蓋

L
海
運

ω関
替
芭
云
ふ
こ
己
が
.
事
業
の
性
質
上
不
可
飽
の
も
の
で
ゐ
る
な
ら
ば
、

コ

Y

ア
ア
レ
ン

ー
に
劃
す
る
政
策
ご
し
て
の
闘
替
問
題
も
成
り
立
ち
得
な
い
か
ら
で
ゐ
る
。

国
家
が
岡
際
的
航
路
の
海
運
を
経
倍
す
る
・
』

Z
は
可
能
で
あ
る
か
、

ご
一
五
ふ
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

否
定

的
議
論
が
多
か
っ
た
o

「
岡
家
の
定
期
般
事
業
の
全
部
若
L
〈
は
そ
の
主
要
な
る
部
分
の
悶
替
正
一
五

ム
こ
ご
は
、
要
す
る
に
、
経
済
的
財
政
的
並
び
に
政
治
的
性
質
を
有
つ
考
慮
ご
相
容
れ

5
る
も

ω
で
あ
る
」
o

又、

或
は
円
ふ
、

或
は
日
ム
、

「
海
一
連
な
る
も
の
は
、

岡
家
法
規
を
以
て
す
る
取
締
に
越
せ

a
さ
る
以
上
に
、
岡
家
の
粧
品
官
に
は
真
に

不
適
嘗
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
い
し
そ
れ
は
経
務
上
不
治
嘗
で
あ
る
。
何
ピ
な
れ
ば
、
そ
の
経
管
は
闘
際
的
競
宰

の
最
も
尖
鋭
な
る
通
風
の
中
に
あ
っ
て
、
経
済
的
設
気
の
奔
流
に
底
じ
て
日
々
之
に
迎
合
す
る
を
要
し
、
そ
の
彪

置
は
屡
I

一
日
に
二
度
も
愛
一
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
、
報
告
が
長
官
の
手
許
に
逮
L
得
る
よ
h
h
惑
か
に
、
又

議
曾
に
於
げ
る
議
案
が
印
刷
せ
ら
れ
得
る
よ
り
も
蓮
か
に
、
援
る
べ
き
も
の
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
政
治

上
よ
り
見
て
不
通
営
で
あ
る
。
何
ご
な
れ
ば
、
諸
外
闘
に
於
て
収
扱
は
る
、
錯
綜
せ
る
業
務
は
、
慶
一
I
小
さ
な
守

議
を
惹
起
す
も

ωで
あ
る
が
、
此
場
合
私
的
経
傍
若
で
あ
れ
ば
大
抵
匝
義
上
疑
は
し
い
事
柄
で
も
正
嘗

Z
L
て
押

通
L
、
随
分
勝
手
な
振
舞
を
す
る
の
で
あ
る
け
れ
左
も
、
岡
家
が
め
っ
て
見
れ
ば
、
其
品
位
を
保
た
な
け
れ
ば
な

Fl1r:ken， .<1.. rt. 0.， S. 283 1) 



ら
守
、
叉
常
に
正
義
の
擁
護
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
間
際
的
経
燐
生
活
の
縫
れ
た
る
千
高
の
関
係

に
封
し
、
岡
家
行
政
の
必
然
的
鈍
重
に
し
て
微
妙
な
る
機
闘
が
満
足
を
奥
ふ
る
こ
己
は
、
岡
家
の
携
し
得
F
る
政

治
的
地
位
を
害
す
る
か
、
又
は
交
通
そ
の
も
の
、
利
盆
、
若

L
〈
は
交
通
に
よ
っ
て
利
盆
を
受
付
て
居
る
所
の
諸

一
年
の
中
一
日
た
り
ご
も
、
震
し
得
な
い
所
で
あ
る
で
あ
ら
う
o」

関
係
。
宮
、
害
す
る
こ
己
な
〈
し
て
は
、

な
る
ほ
ど
、
比
等
の
園
笹
反
謝
論
に
言
ふ
如
く
、
海
運
な
る
も
の
、
経
営
に
は
、
景
気
の
頒
繁
な
る
幾
勤
に
廃

じ
て
、
敏
活
な
る
臨
機
感
援
の
廃
置
を
ご
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
も
、
不
定
期
般
の
経
営
芭

定
期
般
の
経
営
ご
に
於
て
は
、
金
〈
趣
き
を
異
に
す
る
所
が
あ
る
。
か
の
『
間
際
的
競
零
の
最
も
尖
鋭
な
る
通
風

の
中
じ
め
っ
て
』
、

ぞ
の
経
営
上
の
蕗
置
が
『
屡
I

一
日
に
二
度
も
麓
夏
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
』

Z
一
百
ふ
の
は
、
不

定
期
締
経
比
百
の
ニ
ご
で
あ
っ
て
、
今
日
の
定
期
般
事
業
の
絞
替
に
は
金
〈
嘗
挟
ま
ら
な
い
事
柄
で
ゐ
る
。
不
定
期

般
事
業
は
、
恰
も
論
者
の
見
る
が
如
〈
、
頗
る
敏
活
な
る
経
傍
を
要
し
、
自
由
な
る
手
腕
を
以
て
廃
位
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
も

ωで
あ
る
か
ら
、
岡
家
機
関
の
経
楼
に
通
し
な
い
の
は
明
か
な
る
事
柄
Z
看
倣
し
得
る
o

併
し
今
日
の
定

期
般
事
業
は
、
之
を
経
脱
営
し
て
居
る
な
的
企
業
に
於
て
も
、
肢
に
頗
る
大
規
模
の
規
律
的
な
る
組
織
に
よ
っ
て
行

は
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、

ヲ
ぞ
の
極
管
組
織
や
業
務
規
律
の
駄
よ
h
言
へ
ば
、
国
家
機
関
正
甚

rし
き
差
異
を
認

め
得
な
い
位
の
も
の
で
あ
る
o

放
に
、
前
週
の
園
曲
目
反
封
論
の
如
、
き
は
、
不
定
期
船
事
業
ご
定
期
船
事
業
ご
の
業

務
の
性
質
h
T
混
同
し

τ
、
一
概
に
海
運
な
る
も
の
は
岡
管
仁
通
し
な
い
も
の
古
着
倣
す
も
の
で
、
頗
る
粗
朱
な
る

論

欝

(
第
一
一
瞬

七
丸

七
九
)

調
占
的
海
迅
同
盟
に
謝
す
る
政
策

第
十
丸
巻

K. Thiess， 0培anisationmi.d VerbιlI1duildung in der Han.delsschiDahrt， 
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論

設

猫
占
的
海
運
同
盟
に
封
ず
る
政
策

第
十
九
舎

(
第
一
一
担

λ
O
)
 

J、
O 

見
解

z一
評
す
る
の
外
は
な
い
。
海
運
の
中
に
て
も
、
定
期
般
事
業
は
、
岡
家
が
そ
の
経
響
機
関
に
奥
ふ
る
権
能
の

如
何
に
よ
h
て
は
、
岡
管
に
通
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
又
論
者
が
政
治
上
の
理
由
ご
し
て
泉
「
る
所
の
如
〈
、

海
運
な
る
も
の
は
、
何
も
さ
ほ
芝
山
枕
狩
じ
不
正
義
を
正
義
ご
し
て
抑
し
通
き
ね
ば
成
功

L
な
い
V

も
の
で
も
な
い
九

且
つ
間
家
が
正
義
の
擁
護
者
た
る
勅
よ
り
言
へ
ば
、
国
家
自
ら
の
不
正
義
を
抑
制
す
る
の
必
要
ゐ
る
ご
同
じ
〈
、

私
的
企
業
の
不
正
義
を
も
抑
制
す
る
の
必
要
が
あ
る
も
の
で
、
然
ら
古
れ
ば
、
岡
山
部
の
異
の
品
位
を
保
ち
得
た
b

芭
は
言
ひ
得
な
い
で
ゐ
ら
う
。
故
に
此
紡
に
於
て
海
運
の
閥
俸
を
不
通
賞
ご
す
る
は
見
嘗
港
ひ
で
あ
る
。

現
に
今
日
に
於
て
は
、
定
期
般
事
業
図
経
由
の
寅
例
は
、
資
本
主
義
の
下
に
於
け
る
も
の
は
、
濠
洲
聯
邦
や
北
米

合
衆
国
に
あ
り
、
祉
曾
主
義
の
下
に
於
げ
る
も
の
は

y
p
エ
ッ
ト
露
西
亜
に
あ
る
。

露
西
亜

ω例
は
姑
く
別
t
し

て
、
資
本
主
義
の
下
に
於
け
Z
悶
勝
目
苦
し
て
濠
洲
聯
邦
の
そ
れ
は
、
今
日
相
蛍
の
成
績
を
暴
げ
つ
一
、
あ
る
。
只
、

合
衆
園
の
国
管
は
や
、
失
敗
の
有
様
で
は
あ
る
が
、

併
し
そ
の
原
因
は
、

大
戟
蛍
時
の
念
需
に
底
壱
ん
が
品
川
め

、

一
時
に
大
企
模
に
建
造
し
た
頗
る
多
数
の
般
舶
を
擁
L
て
、
戦
後
の
縮
少
し
た
る
海
運
需
要
に
嘗
面
し
花
の

に
由
る

ωで
あ
っ
て
、
必
A
Y
し
も
経
替
組
織
の
不
通
嘗
や
調
外
政
治
上
の
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
故
に
私
の

見
る
所
に
よ
れ
ば
、
定
期
般
事
業
の
岡
傍
は
、
経
替
機
関
の
組
織
吉
之
に
賦
奥
す
る
穣
龍
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、

必
Aγ
し
も
不
通
嘗
な
事
柄
で
は
な
い
。
ギ

1
ぜ
も
此
問
題
に
つ
い
て
、
『
会
館
の
問
題
〔
定
期
舶
の
国
管
に
関
す
る

会
糟
の
問
題
〕
は
.
要
す
る
に
、
原
理
的
意
義
を
有
つ
問
題
で
は
な
(
て
、
寧
ろ
岡
家
行
政
E
交
官
事
務
ご
の
寅
行



能
カ
及
び
経
替
熟
遣
の
問
題
で
あ
る
」
Z
言
っ
て
居
る
の
は
、
定
期
船
事
業
そ
の
も
の
、
性
質
ご
し
て
は
、
必
十

L
も
園
管
に
遁
し
な
い
も
の
で
は
な
〈
て
、

ヲ
ぞ
れ
が
成
功
す
る
ぜ
否
己
は
、
主
ご
し
て
経
倍
能
力
三
経
径
方
法
の

如
何
に
懸
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
示
さ
ん
ご
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

海
運
の
同
四
且
宮
古
言
ム
ニ
ご
は
、
右
に
遁
守
へ
た
る
が
如
〈
、
私
の
見
る
所
に
よ
れ
ば
、
今
日
に
於
て
は
、

般
論

Z
し
て
は
既
に
可
能
如
何
の
問
題
で
は
な
い
o

故
に
一
般
論
百

L
て
次
に
起
る
問
題
は
・
海
運
を
岡
管
ご
す
る
の

必
要
如
何
E
云
ふ
こ
Z
で
あ
る
が
、
併
し
、
今
、
私
は
か
、
る
一
般
問
題
を
研
究
せ
ん
ご
し
て
居
る
の
で
は
な
〈

て
、
只
、

コ
Y

ファ

v
y
月
に
罰
す
る
政
策
ざ
し
て
の
園
替
を
問
題
芭
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
研
究
の
範

国
を
此
方
面
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
然
る
に
、

海
運
の
園
管
Z
一
式
ふ
・
】
百
を
、

コ
ン
フ
ア
レ
ン
且
に
謝
す
る

一
つ
の
政
策
t
し

τ見
る
ご
き
は
、
ヌ
蕊
に
、

コ
Y

7
ァ
ν
ン
ス
政
策
芭
し

τの
岡
管
海
運
な
る
も
の
は
、

成
功

の
可
能
ゐ
る
か
、
若
し
可
龍
あ
h
Z
す
れ
ば
、

か
、
る
政
策
を
古
る
の
必
要
が
ゐ
る
か
、

ご
云
ム
・
』
芭
が
問
題
ご

h日
伊

4

。。
阪
に
一
言
し
た
る
が
如
く
、
海
運
の
関
脇
田
三
五
つ
で
も
、
そ
れ
は
勿
論
、
定
期
般
事
業
の
み
に
限
る
事
柄
で
あ

っ
て
、
不
定
期
般
事
業
に
就
い
て
は
、
園
祭
の
問
題
は
起
b
得
な
い
。
若
し
起
る
ご
す
れ
ば
、
船
舶
闘
有
の
問
題

で
あ
る
が
、
事
業
関
替
の
問
題
は
、
不
定
期
般
仁
就
い
て
は
、
今
日
の
閥
際
海
運
界
の
事
情
に
愛
草
が
生
壱
ぎ
る

官官

護

第
十
九
巷

(
第
「
披

A 

λ 

) 

調
占
的
福
運
同
盟
に
劃
す
る
政
策
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論

議

猫
占
的
梅
運
同
盟
に
劃
ナ
る
政
策

第
十
九
巻

(第一一概

/'‘ 

/，‘ 

限
り
起
ム
リ
得
な
い
。
而
し
て
蕊
に
先
づ
注
意
す
べ
き
ニ
£
は
、
定
期
般
事
業
の
園
経
ピ
言
っ
て
も
、
劃
外
的
に
は

相
判
占
回
且
H
t
な
り
得
な
い
こ
正
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
外
固
定
期
般
企
業
の
自
闘
搭
海
仁
於
け
る
崎
営
業
は
、
定

期
般
事
業
の
国
管
を
行
っ
た
後
で
も
、
之
を
禁
止
し
得
る
も
の
で
は
な

ν
ニ
ピ
で
あ
る
。
何
百
な
れ
ば
、
園
際
通

商
の
原
則
t
し

τも
、
叉
、
今
日
諸
国
聞
に
締
結
せ
ら
れ
て
居
る
所
の
一
通
商
航
海
保
約
に
よ
る
も
‘
締
盟
国
は
相

互
に
均
等

ω候
件
を
以

τ、
相
手
国
商
舶
の
入
港
及
び
替
業
を
許
す
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
か
ら
で
め
る
。
ぞ
れ
故

に
、
定
期
船
事
業
園
管
の
場
合
に
も
、
そ
の
園
管
航
路
に
於
て
同
じ
〈
管
業
し
て
居
る
外
岡
海
運
曾
乱
胞
の
、
そ
こ

に
組
織

L
て
居
る
園
際
的
コ
ン
ブ
ア
V

V

A

E

、

閥
抗
百
十
海
運
が
替
業
上
の
協
調
を
保
つ
の
方
剣
士
官
る
か
、
叉
は

全
然
之
己
艶
抗
す
る
の
方
針
を
ご
る
か
、

吉
一
五
ふ
問
題
が
あ
る
。
そ
の
敦
れ
の
方
針
を
さ
る
も
、
海
運
の
閤
畿
が

コ
ン
プ
ァ
v
y
z
に
謝
す
る
一
つ
の
政
策
た
る
の
意
味
を
失
ふ
も
の
で
は
な
い
l

。

園
径
一
海
運
が
コ
ン
ブ
ァ
V

Y

A

Z
管
業
上
の
協
調
を
保
も
、

園
家
の
勢
カ
を
寅
脅
的
に
コ
ン
ブ
ア
レ

γ
λ

の
替
業
方
針
の
上
に
及
ぼ
す
こ
ピ
が
出

来
る
な

ιば、
之
に
よ
り

τも
白
岡
の
封
外
貿
易
に
劃
し
て
不
利
盆
な
る
事
柄
は
、

才
一
を
防
「
'
』
さ
が
出
来
る

し
、
叉
コ
Y

フア
V

ン
旦
に
掛
抗
L
、

之

z競
守
し
て

εの
濁
占
を
打
破
す
る
ζ

正
が
出
来
る
な
ら
ば
、

そ
の
結

果
の
如
何
は
別
ご
し
て
、

之
も
明
か
に
コ
ン
ブ
ア
レ
ン
ー

に
劃
す
る
一
つ
の
峻
烈
な
る
政
策
で
あ
る
か
ら
で
ゐ

る。
2

V

フア
V

V

A

仁
劃
す
る
政
策
Z
し

τ、
定
期
般
事
業
の
閥
替
が
計
劃
せ
ら
る
、
場
合
に
は
、
大
抵
、

ロ

ユJ



プァ
ν
y
A
に
針
抗

L、

之
己
競
等
を
開
始
し
て
、

そ
の
濁
占
的
地
位
を
打
破
せ
ん
-
}
子
宮
目
的
芭
す
る
も
の
で

の
買
収
計
劃
の
如
き
、
又
プ
ラ
ジ
W

政
府
の
ど
。
五

あ
る
o

南
阿
政
府
が
嘗
て
企
て
た
る

C
E。ロ

n
E
H
r
H
L宮

国

E
N
E
2
。
設
立
蛍
初
の
計
劃
の
如
言
、

皆
こ
の

コ
ン
ブ
ア
V

V

旦
打
破
の
目
的
よ
b
出
で
た
る
も
の
で
あ
る
。

此
等
二
つ
の
計
劃
の
中
、
前
者
は
車
純
な
る
計
割
に
止
ま
っ
て
賞
行
せ
ら
れ
?
に
終
h
、
後
者
は
竿
官
竿
民
的
曾

一耽

Z
し
て
寅
行
せ
ら
れ
化
が
、

コ
V

プア
V

Y

ス
打
破
の
日
的
に
は
成
功
し
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
雨
者
Z
も
之

が
打
破
の
後
、
定
期
般
の
経
営
に
つ
い
て
如
何
な
る
方
法
を
ご
ら
ん

=
L
た
も
の
で
あ
る
か
を
詳
に
し
な
い
。
併

し

一
般
論
正
し
之
を
考
察
す
る
仁
、
海
運
を
園
品
宮
古
し
、

之
に
よ
り
て
コ

y

フ
ア
レ
ン
且
を
打
破
せ
ん
ご
す
る

場
合
に
は
、

そ
の
打
破
の
後
の
計
劃
ご
し
て
二
勺
の
場
合
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

コ
ン
プ
ァ

ν

一
つ
は
、

y
-有
破
の
後
、
定
期
般
事
業
を
自
由
競
争

ω無
蓋
に
引
戻
3
ん
ぜ
す
る
も
の
で
、
他
は
、
釘
破
の
品
位
、
岡
管
海

運
が
コ

V

7
ァ
v
γ

月
に
代
つ

τ、
濁
占
的
地
位
を
占
的
ん

E
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
は
、
現
代
定
期

般
事
業
に
於
げ
る
-
経
相
官
組
織
の
必
然
的
昨
日
化
趨
勢
に
逆
行
す
る
計
劃
で
ゐ
る
か
ら
、
到
底
成
功
し
得
な
い
w

も
の
ご

言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
、
世
界
の
主
要
航
路
に
於
り
る
定
期
般
事
業
が
、
自
由
競
争

ω裡
に
あ
ら
宇
し

て
、
却
つ
一
1
、
経
替
者
相
互
の
競
争
的
行
潟
を
調
節
制
限
す
る
所
の
コ
ン
ブ
ア
V

ン
ス
組
織
の
下
に
行
は
る
、
こ

吉
、
な
っ
て
居
る
の
は
、
舎
で
遁
ぺ
た
る
が
如
〈
、
定
期
船
事
業
な
る
も
の
は

E
大
な
る
資
本
を
特
定
の
航
路
に

問
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
矯
め
、
企
業
者
相
互
の
無
制
限
な
る
競
守
は
、
事
業
の
改
良
を
粛
ら
す
こ
正
、
な
ら
宇

論

叢

調
占
的
諮
窪
田
盟
に
劃
す
る
政
策

λ
三
)

(
第
一
一
腕

第
十
丸
巻
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し
て
、

論

議
却
っ
て
運
賃
の
「
経
済
的
水
準
」
以
下
へ
の
下
落
に
よ
り
、

調
占
的
海
運
同
盟
民
謝
す
る
政
策

第
十
九
巻

{
第
一
一
明

λ
四
)

凡
囚

相
互
の
共
倒
れ
ご
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二

の、

コ
ン
ブ
ァ

v
y
z
軒
破
の
後
、

園
祭
海
運
が
之
じ
代
。
て
濁
占
的
地
位
を
占
め
ん
芭
す
る
計
劃
も
、
到
底
成

功
の
望
み
な
き
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
か
〈
の
如
、
さ
園
倍
海
運
の
濁
占
は
、

園
管
定
期
船
正
コ

Y

ファ

v
v
z
t
の

競
争
の
結
果
、

コ
ン
ブ
ア
V

ン
ス
側
が
完
全
な
る
敗
北
ご
な
り
、

そ
の
航
路
よ
h
全
然
管
業
e
T
徹
祖
唱
し
た
暁
に
於

て
の
み
生
じ
得
バ
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
競
争
の
開
始
に
よ
り
、
図
倍
定
期
般
が
般
に
自
国
港
鴻
よ
り
の
聡

出
貨
物
を
殆
ど
全
部
そ
の
手
に
牧
め
得
る
古
し
て
も
、
外
岡
よ
h
の
輪
出
貨
物
は
寧
ろ
嘗
該
聞
に
於
け
る
コ
ン
フ

ア
V

ン
A

加
盟
曾
枇
の
勢
力
下
に
あ
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、

岡
管
般
は
之
を
積
取
る
こ
芭
が
困
難
で
あ
る
。
殊
に
私

的
企
業
か
ら
の
競
守
な
ら
ば
芭
も
か
〈
、
困
問
官
事
業
よ
り
の
競
争
さ
の
ち
ば
、
外
岡
荷
主
の
同
情
は
利
害
を
超
越

し

τそ
の
園
の
海
運
曾
枇
に
集
る
で
あ
ら
う
。
か
{
て
岡
管
定
期
舶
は
、
競
埼
干
の
開
始
じ
よ
b
自
国
よ
h
の
輪
出

貨
物
は
縦
ひ
コ
ン
ア
ア
V

Y

A

よ
り
奪
ひ
得
る
に
し
て
も
、

コ
ン
フ
ア
V

ン
月
そ
の
も
の
は
到
底
之
を
訂
破
す
る

こ
子
宮
得
中

Lτ
、
資
力
の
綾
〈
限
h
徒
ら
に
競
争
を
総
績
す
る
こ

Z
、
な
り
、
結
局
、
相
互
の
利
盆
保
全
の
魚

め
雨
者
の
妥
協
に
終
る
噂
』
Z
は
あ
っ
て
も
、

園
祭
海
蓮
が
2

V

プア
V

ン
ス
に
代
っ
て
濁
占
的
地
位
を
獲
得
す
る

な
い
こ
は
及
び
も
つ
か
凶
事
柄
で
あ
る
。
加
之
、
定
期
般
事
業
な
る
も
の
は
片
荷
で
は
到
底
成
立
し
得
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、

か
f
の
如
き
競
守
的
事
情
の
下
に
あ
る
岡
管
一
海
運
は
、
成
立
の
基
礎
を
敏
〈
も
の
ご
言
は
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。



ゴ
ン
プ
ア
V

ン
旦
に
脅
す
る
政
策

t
L
て
定
期
般
事
業
を
岡
修
正
す
る
の
目
的
が
、

コ

V

フア
V

Y

子
乞
打
破

し
て
定
期
般
の
経
径
を
自
由
競
宇
の
舞
毒
に
引
戻
す
に
あ
る
か
、
又
は
、
閤
品
百
海
運
が
之
に
代
っ
て
濁
占
的
地
位

f!" 、

そ
の
政
策
は
到
民
成
功
の
見
込
な
き
こ
ご
右
に
述
ぷ
る
が
如
〈
で
め
る
。

岡
傍
定
期
触
が
ヲ

Y

フア

v
y
λ
E
管
業
上
の
協
調
を
保
つ
方
針
に
て
な
す
所
の
闘
替
海
運
政
策
の
成
果
は

然
ら

を
獲
得
す
る
に
あ
る
な
ら
ば
、

如
何
で
あ
る
か
。
か
〈
の
如
、
き
目
的
を
有
つ
所
の
海
蓮
の
閑
俸
は
、
費
外
貿
易
上
定
期
般
事
業
を
外
国
舶
主
に
の

み
委
ね
る
こ
子
宮
一
得
少
い
事
情
に
ゐ
り
な
が
ら
、
民
間
に
於
て
海
運
企
業
に
到
す
る
資
本
芭
精
紳
Z
に
乏
し
き
震

め
、
民
替
の
定
期
般
事
業
が
存
在
せ
ぎ
る
場
合
に
の
み
起
b
得
る
事
柄
で
あ
る
。
葦
し
、
白
岡
定
期
鋤
曾
枇
が
銑

に
畿
達
し
て
居
っ
て
、

そ
れ
が
コ
ン
ブ
ア
V

ン
旦
内
仁
於
て
相
蛍
有
力
な
る
地
位
セ
占
め
て
居
る
な
ら
ば
、
右
の

如
き
意
味
に
於
け
る
定
期
締
闘
替
の
問
題
は
起
ら
す
、

叉
若
L
コ
ン
フ
ア
V
Y
4
A

に
加
虚
し
居
る
も
未

Y
そ
の
地

位
低
き
た
め
、
そ
の
峨
官
業
政
策
が
山
市
に
外
国
曾
吐
に
指
命
せ
ら
晶
、
を
不
利
吉
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
之
に
遁

嘗
な
る
保
護
を
奥
へ
て
そ
の
地
位
を
強
大
な
る
も
の
花
ら
し
む
る
を
以
て
足
b
、
未
刊
い
之
を
鴎
管
ご
す
る
の
必
要

が
な
い
。
真
に
ま
た
、
白
閣
に
定
期
船
舎
祉
が
存
在
せ
守
し
て
、
自
闘
の
貿
易
航
路
が
2

Y

7
ァ
v
y
ス
の
掌
中
に

あ
る
が
潟
め
、
調
外
貿
易
上
、
不
利
不
便
の
地
位
に
あ
る
こ
す
る
な
ら
ば
、
岡
家
の
保
護
の
下
に
新
党
に
民
俸
の

定
期
船
曾
枇
を
設
立
せ

L
め
、
之
に
必
要
の
補
助
を
奥
へ
て
、
コ
ン
フ
ア
V

Y

ス
に
加
盟
し
相
嘗
の
地
位
を
占
め
し

前

叢

弱
占
的
梅
謹
同
盟
に
劃
す
る
政
策

第
十
九
巻

(第

-m騨

λ
E
)
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習者

叢

j

、」、
司/プ

描
占
的
海
運
同
盟
に
謝
す
る
政
策

都

競

第
十
九
巻

八
六

む
る
の
政
策
を
ざ
れ
ば
足
る
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
必
や
し
も
初
め
よ

h
図
替
の
定
期
般
事
業
を
起
す
の
必
要
は
な

い
。
ロ
ハ
、

か
く
の
如
き
場
合
に
於
て
、
海
運
事
業
に
劃
す
る
民
聞
の
企
業
的
精
神
乏
し
く
、
そ
の
資
本
も
敏
之
せ

る
矯
的
、
縦
ひ
岡
家
の
保
護
を
以
て
す
る
も
、
民
盟
百
曾
枇
が
成
立

L
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
閥
家
は
園
俸
の
定

期
般
事
業
を
趨

ι、
豊
富
な
る
資
力

t
適
嘗
な
る
倍
業
政
策
E
を
以
て
コ
ン
プ
ァ
v
y
月
に
臨
み
、
之
を
し

τ圃

幡
宮
定
期
般
ご
提
携
す
る
・
』
ご
を
承
諒
廿
し
め
‘

共
に
協
調
を
保
っ
て
、
そ
の
貿
易
の
輪
迭
に
賞
る
の
政
策
を
さ
。

必
要
が
生
す
る
の
で
あ
る
o

而
L
て
闘
終
定
期
船
事
業
に
謝
し
て
は
、

コ
ン
ブ
ア
V

Y

A

も
、
民
帥
官
舎
赴
に
掛
す

る
Z
は
異
・
9
、
容
易
に
そ
り
提
携
を
承
諾
す
る
司
』
吉
、
な
る
で
あ
ら
う
。

か
〈
て
岡
管
定
期
船
が
コ
ン
ア
ァ
レ
ン

-
芭
協
調
を
保
つ
以
上
は
、

ι、
の
続
替
に
し
て
失
嘗
な
ら
古
る
限
h
，
、
事
業
成
功
の
可
施
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

コ
シ
フ
ァ
レ
シ
ス
の
禁
止

コ
ン
フ
ア
V

ン
ス
の
獲
得
す
る
濁
占
を
以
Z
頗
る
強
大
な
る
勢
力
を
有
す
る
も
の

Z
鬼
倣

L
、

か
(
の
如
、
吉
濁

占
が
自
閣
の
貿
易
航
路
に
存
在
す
る
は
、
調
外
貿
易
相
到
外
海
運
の
後
展
上
甚
だ
不
利
で
あ
る
ご
す
る
観
察
は
、

Y

プ
ァ
レ
V

Z

を
純
織
す
る
契
約
を
以
て
、
法
律
上
不
法
な
る
も
の
正
し
て
之
を
禁
止
す
イ

L
Z
の
見
解
ヤ
産
む
。

嘗
て

北
米
合
衆
闘
に
於
て
は
、

ヨ
ン
フ
ァ
v
y
z
は
、

『
園
内
商
業
及
び
封
外
貿
易
に
不
正
賞
な
る
制
限
を
附

L
て
締
占
を
な
す
』
も
の
で
あ
る
正
し
て
、
令
同
禁
止
法
(
〉

EEt-5HFZ)
の
適
用
を
見
れ
得
さ
る
も
の

t
解

四
押
せ
ら
れ
た
時
代
が
あ

h
、
叉
プ
ラ
ジ
戸
に
於
て
も
之
仁
倣
っ
て
コ
ン
ア
ア
V

ン
λ

禁
止
法
を
制
定
す
る
の
計
劃 コ

Shf'γman Anti-trust Act of 18co，百九150nTell i ff' Act of r P94・
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が
あ
っ
た
の
は
、
即
も
此
例
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、

ヲン

7
ァ
v
y
ス
そ
の
も
の
を
一
国
の
法
律
を
以
て
禁
止
す
る
こ
芭
は
、
殆
H

と
不
可
能
な
る
事
例

で
あ
る
。

コ
ン
フ

?ν

ン
ス
な
る
も
の
は
、
屡
I
述
ペ
た
る
が
如
(
、

岡
持
を
異
に
す
る
多
数
の
曾
祉
の
同
盟
契

約
を
以
て
成
立
す
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
縦
ひ
白
闘
の
曾
枇
の
み
は
、
図
法
を
以
て
炉
、
る
同
盟
契
約
の
締
結
を

禁
止
[
得
る
に
し
て
も
・
外
国
曾
吐
に
劃
し
て
は
之
を
禁
止
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い
。
耐
し
て
白
岡
曾
祉
に
謝
し

て
の
み
之
を
禁
止
す
れ
ば
、
海
運
競
争
上
自
問
曾
枇
を
甚
だ
不
利
な
る
地
位
に
置
〈
結
呆
ピ
な
り
、
外
国
品
目
枇
に

費
し
て
も
此
禁
止
の
殺
力
を
及
ぼ
さ
ん

Z
欲
せ
ば
、
閥
際
保
約
を
以
て
す
る
の
外
な
き
次
第
で
あ
る
が
、

か
〈
の

如
、
コ
-
は
海
運
上
の
利
害
を
異
に
す
る
国
家
聞
に
於
て
不
可
能
な
る
事
柄
で
あ
る
。
故
に
若
[
此
趣
旨
を
貰
か
ん
ご

せ
ば
、
自
国
関
係
航
路
に
於
て
ヨ

V

フア
V

Y

A

に
加
盟
せ
る
外
闘
曾
枇
の
船
舶
に
咽
到
し
、

自
国
法
海
に
入
港
す

る
こ
ご
を
禁
止
す
る
の
外
は
な
い
二
嘗
て
ρ

ム

7
ν

司
氏
(
毛
主
訂
日
開

国
EH】同

)rq)は
、
外
園
の
濁
占
的
コ
ン

アア
v
y
z
に
所
属
す
る
商
般
に
は
、

E
額
の
罰
金
を
課
す
る

--z、
し
て
、

の
法
案
を
下
院
へ
提
出
し
た
E

}

己
が
め
っ
た
。
併
し
、
か
〈
の
如
き
政
策
を
般
に
殿
格
に
貴
行
す
る
な

ιば
、
そ

A
日
来
闘
港
湾
よ
b
排
早
川
す
ぺ
し
己

れ
は
車
に
白
凶
を
し
て
世
界
海
運
よ
り
孤
立
せ
し
む
る
こ
さ
、
な
る
だ
り
で
、
動
外
貿
易
上
頗
る
不
利
待
な
る
事

柄
で
あ
る
。
加
之
、
之
を
立
法
技
術
の
上
よ
h
見
る
も
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
契
約
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
に
つ
い

て
は
、
或
一
定
形
式
の
契
約
を
禁
止
す
る
ご
云
ム
規
定
を
設
〈
る
の
外
な
き
事
柄
で
ゐ
る
が
、
一
海
運
曾
祉
は
経
糖

音曲

議

A 
七

濁
占
的
海
運
同
盟
に
封
ナ
4
9

政
策

第
十
九
巻

(
第
一
日
開

入
七
)
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上
の
必
要
に
促
さ
れ
て
、
必
宇
か
、
る
規
定
に
遡
合
せ

F
る
他
の
方
法
に
よ

h
て
、
震
質
上
の
同
盟
を
組
織
す
る

の
手
段
を
見
出
す
に
苦
ま
な
い
で
あ
ら
う
。

故
に
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
月
契
約
そ
の
も
の
、
禁
止
は
到
底
不
可
能
な
る

事
柄
正
一
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
嗣
。

殊
に
、
海
運
に
於
り
る
定
期
船
曾
枇
の
同
盟
は
、
屡
2
遮
ぺ
た
る
が
如
〈
、
事
業
の
性
質
上

E
額
の
資
本
を
特

定
の
航
路
に
回
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
翁
め
、
経
答
者
相
互
の
競
争
を
調
節
制
限
す
る
の
自
然
的
必
要
よ
b
生
じ

た
も
の
で
・
言
は
い
現
代
海
運
界
に
於
け
る
必
然
的
産
物
で
ゐ
る
。
放
に
、
之
を
法
律
を
以
て
禁
止
せ
ん
こ
ぜ
を

企
勺
る
が
如
き
は
、
経
済
的
現
象
の
必
然
的
進
化
行
程
に
逆
ふ
事
例
で
あ
る
ば
か
り
で
な
〈
‘
今
日
に
於

τは、

同
盟
は
巳
に
世
界
海
運
昇
の
一
般
的
事
象
Z
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
或
一
園
が
之
を
禁
止
す
る
こ
ご
は
、

営
該
国
の
貿
易
及
び
海
運

ω刺
盆
を
擁
護
す
る
所
以
で
も
な
い
。

き
れ
ば
北
米
合
衆
闘
の
如
、
き
も
、

一
九
一
六
年

の
商
般
法
を
以
て
、

コ
ン
フ
ァ

v
y
ヌ
契
約
に
つ
レ
て
は
、
特
に
之
を
合
同
禁
止
法
の
適
用
範
圏
外
に
置
さ
、
只

岡
家
の
認
可
を
必
要
ご
す
る
二
百
、
し
た
の
で
ゐ
る
。
今
日
、

法
律
の
明
文
を
以
て
コ
ン
ア
ア
V

V

ス
契
約
を
禁

止
す
る
園
家
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
。

併
L
嘗
て
、
偽
蘭
西
刑
法
第
四
百
十
九
僚
は
、

ヲ
ン
ア
ア
V

ン
旦
が
同
闘
に
於
て
禁
止
せ
ら
れ
居
る
や
否
や
を

見
る
に
つ
V
て
、
重
要
な
る
意
義
を
有
つ
規
定
で
ゐ
っ
た
。
そ
れ
は
、

右
の
規
定
が
明
文
を
以
て
コ
ン
ア
ア
V

Y

ー
を
禁
止
し
て
居
る
が
銭
め
で
は
な
〈
、
此
規
定
が
海
上
運
賃
に
も
趨
用
せ
ら
る
、
も
の
己
決
定
し
た
判
決
が
ゐ

Shipping Act 'of 1916， Sec. 15 1) 



っ
た
か
ら
で
ゐ
る
。
郎
も
同
僚
に
は
「
・
同
種
の
貨
物
又
は
生
産
物
の
主
た
る
所
持
者
〔
所
持
者
ご
し
て
そ
の

貨
物
叉
は
生
産
物
の
市
場
に
於
て
主
要
の
地
位
を
占
む
る
も
の
〕
の
問
に
、

之
を
販
責
せ

F
品
目
的
を
以
て
、
又

は
一
定
の
代
償
に
於
て
の
み
之
を
販
賀
す
る
目
的
を
以
て
、
合
同
若
し
く
は
同
盟
(
み

Z
E
S
E
n
s
-耳
目
。
ロ
)
を
組

織
す
る
こ
ご
に
よ
り
、

-
・
貨
物
、
生
産
物
、
又
は
有
贋
詩
券
の
代
国
闘
を
、
商
業
の
自
然
的
且
つ
自
由
な
る
競
守

が
決
定
す
る
で
あ
ら
う
所
の
代
岡
田
よ
り
も
.
以
上
に
騰
貴
せ

L
め
、
叉
は
以
下
に
下
落
ぜ
し
め
た
る
岩
』
は
、

定
の
刑
罰
の
謀
せ
ら
れ
る
こ
E
が
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
o

従
っ
て
此
規
定
は
、
有
形
物
の
所
持
者
が
、

ぞ
の
も
の

、
代
債
を
人
潟
的
に
騰
落
せ
し
む
る
こ
ご
を
目
的
芭
す
る
所

ω同
盟
に
閲
す
る
も
の
で
あ
っ

τ、
運
賃
卸
も
海
蓮

勢
務

t
云
ふ
無
形
の
も
の
、
代
債
を
一
定
の
所
に
維
持
し
、
若
L
〈
は
之
を
引
き
上
「
る
こ
ご
を
目
的
芭
す
る
所

o 、

船
主
聞
の
同
盟
た
る
コ
ン

7

ア
V

ン
エ
に
は
直
接
じ
関
係
す
る
所
は
な
い
も
の
ご
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に

一
九

O
入
年
、

ρ
1
プ
ル
Y

駐
在
の
英
吉
利
総
領
事
で
1
ン
氏
(
出
2
5
)
カヲ

コ
Y

アア
V

ン
ス
問
題
調
査
の
翁

め
、
偽
蘭
西
法
曹
家
の
意
見
を
求
め
た
所
に
よ
る
さ
、
右
の
規
定
は
、
偽
蘭
西
控
訴
院
に
よ
っ
て
、
一
八
三
六
年
十

一
戸
月
九
日
、

一
人
三
九
年
八
月
九
日
及
び
一
人
四
五
年
五
月
十
六
日
の
三
回
の
判
決
に
於
て
、
陸
上
又
は
水
上

ω

運
賃
を
引
上
げ
ん
ニ
ご
を
目
的
ご
す
る
所
の
総
て
の
契
約
に
も
適
用
せ
ら
れ
る
も
の
正
決
定
せ
ら
れ
て
居
る
か

ら

コ
ン
ブ
ア
V

ン
旦
契
約
，
る
も
の
が
、

他
の
船
主
が
安
当
運
賃
に
て
コ
ン
フ
ア
V

ン
ス
航
路
に
修
業
し
来
る

ニ
ご
を
妨
げ
、
他
人
を
害
す
る
こ
正
に
よ
っ
て
猫
占
を
創
症
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
備
蘭
西
に
於
て
は
不
法

論

叢

猫
占
的
海
運
同
盟
に
劃
す
る
政
策

第
+
丸
巷

(
第
一
瞬

入
九
)

J、
丸



論

議

調
占
的
海
運
同
盟
に
請
す
る
政
策

第
十
九
巻

(
第
一
班

九
C
)

コ九
C 

の
も
の
ご
し
て
取
扱
は
る
、
こ
ご
に
な
る
‘

正
吾
=
一
回
ふ
こ
ご
で
あ
っ
た
。
又
、

7

Y
セ

1
ユ
駐
在
の
英
吉
利
線
領
事

ガ
1
ヰ
氏
(
凸

=Eq)
が
、
同
地
の
法
皐
者
に
質
し
た
所
に
よ
る
ご
、
右
の
規
定
が
コ

y
y
ァ
レ
ン
ス
に
遁
尉
せ
ら

れ
る
か
ど
う
か
宝
石
ム
こ
ご
は
頗
る
疑
は
し
い
事
柄
で
あ
る
が
、
若
し
「
重
大
な
る
事
件
」
を
惹
き
起
す
な
ら
ば
、

右
の
規
定
に
言
ふ
所
の
『
同
盟
」
ご
し
て
取
扱
は
れ
、
そ
の
麹
用
を
受
〈
る
で
あ
ら
う
ご
一
五
ふ
こ
ご
で
あ
っ
た
。

故
に
、
右
の
判
決
常
時
の
解
稗
仁
し
て
維
持
せ
ら
る
、
限
り
、
布
の
規
定
は
、

コ
ン
ブ
ア

ν
y
z
の
合
法
性
を
決

定
す
る
に
つ
い
て
重
要
な
る
意
義
を
有
つ
も
の
さ
言
は
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
o

A
l
y
氏
の
設
に
よ
れ
ば
、

併
し
乍
ら
、

は
舎

τな
い
v
t
云
ふ
-
」
さ
で
ゐ
り
、

偽
蘭
函
に
於

τは
コ
ン
ブ
ア
V

V

1

が
法
廷
の
問
題
ご
な
っ
た
こ
ご

ガ
!
ヰ
氏
が
意
見
を
徴
し
た
或
法
曹
家
の
設
に
よ
る
吉
、
右
の
規
定
は
官
時

に
於
て
も
阪
に
時
勢
の
愛
化
に
趨
感
L
な

νも
の
ご
な
っ
て
居
る
ご
の
こ
芭
で
あ
る
o

今
日
に
於
て
は
、
そ
の
嘗

時
よ
り
も
時
勢
は
更
に
著

L
〈
愛
化
し
て
居
る
o

故
に
、
今
日
に
於
て
は
、

凡
そ
一
世
紀
も
前
に
下
3
れ
た
判
決

が
右
の
規
定
を
海
上
蓮
賃
に
闘
し
て
適
用
し
h

れ
に
し
て
も
、
法
律
の
明
文
が
海
上
運
賃
に
閥

L
て
直
接
に
規
定
し

て
居
な
い
億
に
な
っ
て
居
h
、
且
つ
、
其
後
此
規
定
に
閲
し
て
多
〈
の
特
別
法
が
後
布
せ
ら
れ
た
に
拘
は
ら
歩
、

何
等
此
貼
に
胸
れ
て
居
な
い
-
】
言
よ
り
見
れ
ば
、

一
世
紀
以
前
の
判
決
例
が
、
今
山
川
此
問
題
に
閲
し
て
明
文
の
解

蒋
を
左
右
す
る
の
殺
力
を
有
つ
も
の
ご
は
考
へ
ら
れ
な
い
o

現
に
今
日
傭
蘭
西
の
定
期
締
曾
枇
が
闘
際
的
コ

y
y

ア
レ
ン
ス
仁
加
盟
し
て
居
る
に
拘
は
ら
す
、
之
が
刑
法
上
の
問
題
Z
な
ら
な
い
事
費
よ
り
鬼
る
も
、

ン
旦
は
右
の
規
定
の
範
圏
外
に
在
る
も
の
ご
言
は
ね
ば
な

ιぬ
で
あ
ら
う
。

コ
ン
ア
ア
V
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